
船舶事故調査報告書 

令和５年９月１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 令和４年６月２９日 ０７時１５分ごろ 

発生場所 愛知県西尾市味沢
あじさわ

漁港沖 

 栄生
えいせい

灯台から真方位１７６°１,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４８.８′ 東経１３６°５９.９′） 

事故の概要  ミニボート（船名なし）は、漂泊中、転覆した。 

事故調査の経過 令和４年７月２０日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ミニボート （船名なし）、総トン数なし（全長約２.０ｍ） 

 なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 操縦者、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.１ｍ 

 事故の経過 本船は、操縦者及び同乗者１人が乗り、味沢漁港沖の南防波堤付近

で釣りを行う目的で、船外機の燃料油の供給コックが開放されていな

い状態のまま、同漁港を出発した。 

本船は、南防波堤西方約４０ｍにおいて、船外機が停止した。 

操縦者は、右舷船尾部に腰を掛けて右舷方を向き、同乗者は左舷船

首部に腰を掛けていたが、操縦者が船外機のスターターハンドルを勢

いよく引いた際、体勢を崩し、右舷側に転倒して船体が右舷側に傾

き、船内に海水が流入して転覆した。 

操縦者及び同乗者は転落したが、転覆した場所の水深が浅く歩行が

できたので、本船を引いて南防波堤付近の陸岸に到着した。 

分析 本船は、船外機が停止した状態で漂泊中、操縦者が、右舷船尾部で

船外機のスターターハンドルを勢いよく引いた際、体勢を崩して右舷

側に転倒したことから、船体の重心が右舷側に偏り、右舷側に傾いた

状態で船内に海水が流入し、転覆したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、船外機が停止した状態で漂泊中、操縦者が、右

舷船尾部で船外機のスターターハンドルを勢いよく引いた際、体勢を

崩して右舷側に転倒したため、船体の重心が右舷側に偏り、右舷側に

傾いた状態で船内に海水が流入し、転覆したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ミニボートの操縦者は、船外機のスターターハンドルを引く場



合、船体の重心が舷側に偏らないように注意すること。 

・ミニボートの操縦者は、出港前に燃料油の供給コックが開放され

ていることを確認すること。 

 


